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（消費税込）

現行 新設後

無料 16,500 円

※破産管財人口座、相続財産管理人（清算人）口座、遺言執行者口座、不在者財産管理人口座、再生債務者口座を

　破産管財人等特殊口座として開設時に手数料をいただきます。

※既存口座の名義変更の場合も手数料をいただきます。

項目

破産管財人等特殊口座開設手数料（１口座につき）

●大量硬貨入金手数料 （消費税込）

※口座へのご入金、お振込み、納税等の諸納付に際しまして、硬貨のお取扱い枚数に応じて手数料をいただきます。

※同時に複数回に分けてお取引される場合は、合計の枚数をお取扱い枚数とさせていただきます。

※同一日に複数回でお取引される場合は、合計の枚数をお取扱い枚数とさせていただきます。

※銀行担当者が硬貨枚数を確認した後に、お客さまがご入金をとりやめる場合も手数料をいただきます。

現行 改定後

手数料

無料

220円

330円

  1,001枚   ～   2,000枚 660円

330円を加算

お取扱い枚数

　　  1枚   ～     300枚

 　 301枚   ～     500枚

 　 501枚   ～   1,000枚

　　（以降1,000枚ごと）

手数料

無料

550円

1,100円

  1,001枚   ～   1,500枚 1,650円

550円を加算

 　 501枚   ～   1,000枚

　　（以降500枚ごと）

お取扱い枚数

　　  1枚   ～     100枚

 　 101枚   ～     500枚

2024 年 11 月 22 日 

各 位 

株式会社宮崎太陽銀行 

 

事務手数料の新設および改定について 

 

 株式会社宮崎太陽銀行（頭取 黒木 浩）は、事務手数料の新設および改定を実施しますので、 

下記のとおりお知らせいたします。 

 当行は今後も、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう、 

お願い申し上げます。 

記 

１．手数料の新設 

  取扱開始日：2025 年 1 月 20 日（月） 

 

 

 

 

 

                                         

２．手数料の改定 

  運用開始日：2025 年 3 月 3 日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 
本件に関するお問い合わせ先 

営業統括部 営業企画グループ 長池 

TEL 0985-60-6230  FAX 0985-60-7050 

 

09809 


